
社団法人岡山県建築士会平成２３・２４年度活動方針 
                                                   
 
 本会の目的である、「建築士の品位の向上及び業務の進歩改善に資するため、建築技術に関する

研修並びに指導及び連絡に関する事務を会員の協力によって行い、もって建築文化の進展及び公共

の福祉の増進に寄与し、広く社会に貢献する」ことを達成するため、特に平成２３年度を中心とし

て、次の取り組み基本方針の基に、会員・役員が一体となって各種事業等を実施することにより、

会員自らが愛するとともに、地域社会に対し誇れるような会となるよう努力することとする。 

 また、本年３月１１日に発生した東日本大震災による、かって我が国が経験したことのない巨大

複合大災害の影響と復興について、建築士として関心を寄せるとともに、その教訓を郷土おかやま

の防災対策に活かす視点を持った活動に心がける。 

 なお、平成２４年度の方針については、平成２３年度の取り組み結果の状況により方針を見直し

て実施することとする。 

 

□取り組み基本方針 

 

１ 課題への取り組み 

（１）財政維持 

      近年の厳しい社会経済状況の影響等により、会員数が減少傾向にあることによる会費収入の

減を主要原因として、今日、会の積極的財政運営に支障を来しているところである。 

  そのため、役員及び各会員一人一人が身近なところで、未加入建築士に積極的に加入を働きか

けることで会員数の減少傾向に歯止めをかけ、さらに建築士免許証明書交付式の開催等を通じて

会員増強に努めることとする。 

      さらには、全ての事務事業について、会員一人一人が効率的で効果的な実施に努め経費縮減

を図ることをあわせて、現在の財政状況を維持することに努めることとする。 

（２）会員サービス 

      会員にとってより魅力ある会とするため、法制度等の改正や新技術等に関すること、さらに

は会員ニーズの高いメニュー等の各種講習・研修会を積極的に実施する。 

      また、会員が協力して活動できる環境づくりのため、会員相互の親睦を深めることができる

よう、各種会議等の機会を利用した交流会の開催等を積極的に行う。 

      さらに、会報誌については、作成にあたって県下に広く分布する会員が気軽に参加出来、ま

た各支部・部会・委員会等の活動に関する情報を積極的に提供することで、会員参加型で親しま

れる会報誌となるよう配慮する。 

  これら会員サービスの向上には、特に本部事務局が中心となって平素から積極的に会員ニーズ

の把握に努めることとする。 

（３）新制度への対応 

      改正建築士法の施行に伴い、建築士の資質・能力の向上のための定期講習の受講の義務付け、

構造及び設備設計の適正化のための構造設計・設備設計一級建築士制度の創設や、業務報酬基準

の改定、建築確認手続き等の運用改善（第二弾）等がなされ実施されているところであり、これ

ら新制度運用への的確な対応と普及に、会が中心となって全ての建築士に働きかけていくことと

する。 

  また、建築基本法の制定や今回の大震災の影響を受けての各種法整備に対しての対応に積極的

に取り組むこととする。 

（４）公益法人改革対応 

      新公益法人法の施行による新たな法人化への選択については、一般社団法人へ移行すること

とする。これについて、「第２次岡山士会のあり方等検討特別委員会」の中に設置するＷＧや各

検討チーム等により準備を進め、平成２４年度中の移行申請を目指す。なお、法人移行時期につ

いては、諸般の事情を考慮しながら慎重に決定することとする。   

 

 



２ 発展への取り組み 

（１）会員活動の活性化 

  会員が魅力を感じて積極的に参加し、活発に活動する会となるよう、多様な「つどい」を奨励

し会員相互の親睦を図るとともに、意見交換等による交流を盛んにする。 

     また、各支部、青年部会、女性部会、地域づくりフォーラム２１部会及び各委員会のそれぞれ

の活動内容を考慮して、可能な場合は適宜協力・連携してそれぞれの活動を効果的に実施するよ

う努めることとする。 

      さらには、異業種・異団体との交流を積極的に進めて、士会活動のＰＲに努めるとともに、

建築士の業務領域の拡大に努めることとする。 

（２）事業の拡大 

      特に、会員の資質の向上に寄与する継続能力開発（ＣＰＤ）制度及び専攻建築士制度の社会

的活用の推進を図ることや、建築士資格の取得等人材育成に資する事業等について、実施状況と

効果を検証しながら適切に拡大実施していくこととする。 

  また、来年度予定の創立６０周年記念事業の実施に向けて、岡山士会としての今後のあり方を

会員に対し具体的に示すとともに、広く市民に向けて建築士会をアピールすることができる事業

を企画準備する。 

（３）社会貢献 

      岡山地域貢献活動センターまちづくり人材派遣事業の実施を通じて、建築士が各地域におけ

るまちづくりの推進や地域経済の活性化に貢献するような地域貢献活動を積極的に支援するとと

もに、地域の良好な景観形成のために貢献する団体としての景観整備機構の活動を、関係団体や

行政機関等と連携して積極的に展開する。 

      また、行政協力として、ドライクリーニング実態調査や近代和風建築総合調査などに対して

建築士会会員の活用を積極的に図るとともに、各行政機関等からの審議会委員等への就任依頼に

対し積極的かつ適切な対応を行う。 

  さらに、会員を中心とした県内の建築士と建築関係者がこぞって協力し合い、地域社会に対し

具体的な貢献活動を実施することで、郷土おかやまの活性化に寄与するよう、おかやま建民力結

集大作戦を積極的に展開する。各グループ毎に自主的に活動実施するとともに、特に「住宅アド

バイス隊」による住宅相談については、関係機関等の協力を得るとともに、広く社会に広報しな

がら定期的かつ継続的な活動となることを目指す。 

（４）改革の実行 

     慎重かつ十分な議論を尽くしながら、会の健全な発展を目指して上記の取り組み等を着実に実

行することとする。 

  取り組むべき改革については、今年度に開催実施する第２次岡山士会のあり方等検討特別委員

会において検討し、本会の今後のあり方に関する中・長期的なビジョンを策定する中でその内容

を定めるとともに、必要な事項については適宜実施しながら適確に改革を進めていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□執行体制運営方針 

 

 上記の取り組み方針を実行できる体制づくりと運営の方針として、以下のとおりとする。 

 

１ 役員等（副会長、専務理事、常務理事、監事）の任務 

（１）会長 

・岡山建築界代表の一員として、見識・信頼・統率力、責任感を持つ。               

・会の内情を十分に理解し、財務や経理の状況について掌握し、運営責任と判断を行う。 

・年間の諸行事と実務を十分にこなす。 

・県・市が法に基づいて行う審査会等で適正な判断と意見を言う。 

・適正に課題処理を行い、会員の増強に力を入れる。                           

・士会行事に積極的に出席し、会を盛り立てる。                                

（２）副会長 

・実質は会長と同等の立場と認識し、必要に応じて積極的に職務代行する。 

・建設業界、設計監理業界、官公庁・教育界の三分野からの代表として行動する。 

（３）専務理事 

・会の運営全体の事情を考慮しながら、事務事業の執行を責任を持って行う。 

（４）常務理事 

・取り組み方針の実行担当者として、理事・委員等を指導する。 

・積極的に会長・副会長を補佐する。 

（５）監事 

・財務状況について厳正なチェックを行う。 

２ 会議等 

（１）常務理事会 

・年４回を目処に定期的に開催する。 

（２）常設委員会委員 

・取り組み方針の実施担当組織として、担当常務理事と一体となって会長・副会長を補佐する。 

（３）各部会 

・取り組み方針の実施協力組織として、会の発展に貢献する。 

（４）諮問会議 

・必要に応じて前会長等に出席を求め各種意見を聴取する。 

（５）各種「つどい」 

・「つどい情報連絡シート」で事務局（広報・情報委員会）に情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《参 考》 

【常設委員会】（士会細則第１８条より） 

 １ 本会の事業を分担し、その実施と推進を図るため、本会に常設委員会を置く。 

  なお、特に必要があると認めるときは、常任理事会の議を経て特別委員会を設け 

  ることができる。 

  ２ 常設委員会の種別並びに業務分担事項は、次に掲げるところによる。 

  （１）総務・企画委員会 

        会の財務会計並びに事務局の運営に関すること、および他の分担に属さないこと。 

  （２）法制委員会 

        関係法規の調査、研究、提案等に関すること。 

  （３）教育・事業委員会 

        講演会・講習会等事業の計画、立案及び実施に関すること。会員作品の表彰及び懸賞設 

計競技に関すること。 

  （４）情報・広報委員会 

        行政並びに建築全般に対する情報収集とその発信に関すること。会報誌の編集発行に関す

ること。 

  （５）地域貢献活動センター小委員会（まちづくり人材派遣事業） 

        建築士会会員が参画する県内の地域貢献活動を支援し、地域社会の発展に寄与するため、

広報・募金活動及び助成対象事業に対する決定に関すること。 

  （６）ＣＰＤ／専攻建築士運営委員会 

        建築士会継続能力開発に関する事項及び専攻建築士専攻領域・専門分野の表示認定に関す

る事項。 

  （７）景観整備機構特別委員会 

        良好な景観の形成に関する業務を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、

情報の提供、相談その他の援助を行う。 

【青年部会】（青年部会規程第２条より） 

 （目的）本会の目的に基づいて会員相互の技術の向上と親睦を図るとともに、社会とのつなが 

りを深め、本会の発展に寄与することを目的とする。 

【女性部会】（女性部会規程第２条より） 

 （目的）本会の目的に基づいて会員相互の親睦と知識・技術の向上に努め、地域社会との連携 

を深めて、女性建築士の社会的地位の向上を図り、本会の発展に寄与することを目的と 

する。 

【地域づくりフォーラム２１部会】（地域づくりフォーラム２１部会規程第２条より） 

 （目的）部会員の協力により、地域づくりにおいて総合的に調査研究を行い、啓蒙、提案等の実 

践的な活動を通して時代を先導するにふさわしい建築士の業務の進歩改善を図り、もっ 

て地域文化の向上に寄与すること目的とする。 

【常任理事会】（常任理事会内規より） 

  （構成）この会は会長、副会長及び専務理事、常務理事をもって構成する。 

  （決議事項） 

（１）理事会に提出すべき議案 

（２）事務局主要人事に関する件 

（３）岡山県及び他の特定行政庁ならびに日本建築士会連合会に対する渉外関係の主要事項 

（４）緊急を要する事項にして理事会等に諮る時間のない事項 

（５）毎月の経理状況 

（６）その他会長が特に必要と認めた事項 

 


